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国際貿易裁判所での訴訟を通じた対中制裁関税についての還付請求 
- 通商法第 301 条に基づく関税の影響を受けた中国製品の輸入者は、国際貿易裁判所に申し立

てを提起することで、関税が還付される可能性があります。 
ナンシー・A・フィッシャー、ステファン・E・ベッカー、エリザベス・ヴェラ・モラー、ベンジャミン・J・コート、 
ムシャミ・P・ジョシ 

• 国際貿易裁判所の手続きを通じた関税の還付を受けるためには、異議申し立てを行っ

ておく必要があります。 

• これまでに提起された申し立ては 3,600 件を超えており、関税還付を受ける権利を確

保するために、速やかな異議申し立てを検討するべきと考えています。 

2018 年から 2019 年にかけて、トランプ政権は 1974 年通商法第 301 条（第 301 条関税）に基づ
き、中国からの多くの輸入製品に追加関税を賦課しました。当初の関税は、トランプ政権が中国の
知的財産権の取り扱いが米国の輸出に不当な重荷となっている判断したことによる報復措置とし
て課されたものでした。この関税は対象リストに掲載された製品に適用され、中国との貿易戦争が
激化するにつれ、第 301 条関税の対象となる製品や業種の数は増加していきました。追加関税の
対象となる業種の例は以下のとおりです。 

第 301 条関税の対象となる業種・製品カテゴリー 

• 農業、畜産農業、酪農業、その他農業関連 

• 飲食料品小売、食料生産者、食品・加工食品、酒類及びタバコ 

• 鉄、スチール及び銅 

• エネルギー 

• 住宅を含む建設業 

• 産業設備、資本設備、民生機器を含む機器製造業 

• 医療用設備 

• 電子機器 

• 電気機械器具 
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• 生活雑貨、衛生用品、台所用品、調理器具 

• 工作機械、計器、時計/腕時計、光学機械器具 

• 写真/映像製品及び設備 

• 織物及び繊維（綿、ウール、ナイロン、ポリエステル） 

• 衣料品・アパレル、高級服、服飾品、靴、スポーツ用品 

• がん具及び楽器 

• 紙及び紙製品、文房具 

• 美容用品企業、パーソナルケア企業、石鹸・オイル・洗剤製造業 

• 家具、寝具、マットレス、照明器具 

2020 年 9 月、第 301 条関税の賦課によって影響を受けた複数の輸入業者は、国際貿易裁判所
（Court of International Trade, 以下「CIT」といいます）で関税に異議を唱え、支払った関税の返還を
求めました。これらの原告は、トランプ政権が権限を逸脱して、追加関税を賦課したと主張していま
す。訴訟に勝訴すれば、訴えを提起した企業には関税が還付されます。これまでに提起された申し
立ては 3,600 件を超えています。CIT は、これらの申し立てを統合し、3 人の裁判官で構成される
合議体に割り当てました。この合議体は、これらの申し立ての審査に採用する手続きを、近日中に
発表する予定です。 

それまでの間、追加関税の対象業種に該当する中国製品を輸入している米国の輸入業者は、関
税還付を受ける権利を確保するべく、CIT への速やかな異議申し立てを検討するべきと考えていま
す。当事務所の国際通商チームは、お客さまの第 301 条関税不服申立手続きの代理実績を多数
有しており、効率的に支援する体制を整えています。カウンセリング等も随時承っています。 
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